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(57)【要約】
【課題】複数の音響ビームの放音状況に応じて、各々の
音響ビームに対応する境界条件の緩和の程度を制御する
ことができるスピーカアレイ装置、信号処理方法および
プログラムを提供すること。
【解決手段】本発明のスピーカアレイ装置１は、チャン
ネルごとに放出すべき音響ビームの指向方向、経路長に
基づいて決定した窓関数を当該チャンネルに対応する増
幅部に適用し、当該窓関数に基づいて設定された増幅率
でオーディオ信号を増幅し、各チャンネルのオーディオ
信号をスピーカごとに加算して各スピーカから放音する
ことにより、チャンネルごとに適した指向特性、すなわ
ち境界条件の緩和の程度が異なる音響ビームを放音する
ことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放音によって、オーディオ信号の複数のチ
ャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放出するスピーカアレイと、
　複数のチャンネルのオーディオ信号のうち、一のチャンネルのオーディオ信号が入力さ
れる入力手段と、当該チャンネルに対応して設定される遅延時間の組に基づいて遅延時間
が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応する複数の遅延手段を有する遅延手段
群と、当該チャンネルに対応して設定される窓関数に基づいて増幅率が各々設定され、前
記複数のスピーカの各々に対応する複数の増幅手段を有する増幅手段群とを有し、当該入
力手段から入力されたオーディオ信号に対して、前記遅延手段群による遅延処理と前記増
幅手段群による増幅処理を行う信号処理手段を、前記各チャンネルの数に対応して複数有
する信号処理手段群と
　を具備し、
　少なくとも一の信号処理手段に設定される窓関数は、他の信号処理手段に設定される窓
関数とは異なる
　ことを特徴とするスピーカアレイ装置。
【請求項２】
　前記信号処理手段群の各信号処理手段は、当該信号処理手段が有する入力手段から入力
される一のチャンネルのオーディオ信号を、当該チャンネルに対応して設定される時間の
遅延処理を行う第２遅延手段と、
　前記第２遅延手段に設定される時間に基づいて、当該第２遅延手段を有する信号処理手
段に設定される窓関数を決定する決定手段と
　をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載のスピーカアレイ装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、設定された時間が最も長い第２遅延手段を有する信号処理手段に設定
される窓関数を、複数の増幅手段に各々設定される増幅率が同一の増幅率となる窓関数と
して決定する
　ことを特徴とする請求項２に記載のスピーカアレイ装置。
【請求項４】
　前記スピーカアレイの複数のスピーカは、直線状に配置され、
　前記決定手段は、前記第２遅延手段を有する信号処理手段に設定される窓関数を、当該
第２遅延手段に設定された時間が短いほど、前記直線状に配置されたスピーカの両端側の
スピーカに対応する増幅手段に設定される増幅率が、中央のスピーカに対応する増幅手段
に設定される増幅率よりも小さくなる窓関数として決定する
　ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載のスピーカアレイ装置。
【請求項５】
　前記各チャンネルに対応して放音される各々の音響ビームが、前記スピーカアレイから
利用者に到達するまでの到達時間を測定する測定手段によって測定された到達時間に基づ
いて、前記各チャンネルに対応する信号処理手段が有する第２遅延手段における遅延処理
の時間を設定する設定手段をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれかに記載のスピーカアレイ装置。
【請求項６】
　前記複数のスピーカの音量レベルを制御する音量制御手段と、
　前記音量制御手段が制御する音量レベルに基づいて、前記各信号処理手段に設定される
窓関数を修正する修正手段と
　をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のスピーカアレイ装置。
【請求項７】
　前記各チャンネルに対応する音響ビームの方向に基づいて、前記各チャンネルに対応す
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る信号処理手段に設定される窓関数を決定する決定手段をさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のスピーカアレイ装置。
【請求項８】
　スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放音によって、オーディオ信号の複数のチ
ャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放出するスピーカアレイを有するスピーカ
アレイ装置に用いられる信号処理方法において、
　複数のチャンネルのオーディオ信号のうち、一のチャンネルのオーディオ信号が入力さ
れる入力過程と、当該チャンネルに対応して設定される遅延時間の組に基づいて遅延時間
が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応する複数の遅延過程を有する遅延過程
群と、当該チャンネルに対応して設定される窓関数に基づいて増幅率が各々設定され、前
記複数のスピーカの各々に対応する複数の増幅過程を有する増幅過程群とを有し、当該入
力過程において入力されたオーディオ信号に対して、前記遅延過程群による遅延処理と前
記増幅過程群による増幅処理を行う信号処理過程を、前記各チャンネルの数に対応して複
数有する信号処理過程群と
　を備え、
　少なくとも一の信号処理過程に設定される窓関数は、他の信号処理過程に設定される窓
関数とは異なる
　ことを特徴とする信号処理方法。
【請求項９】
　スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放音によって、オーディオ信号の複数のチ
ャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放出するスピーカアレイを有するスピーカ
アレイ装置を制御するコンピュータに、
　複数のチャンネルのオーディオ信号のうち、一のチャンネルのオーディオ信号が入力さ
れる入力機能と、当該チャンネルに対応して設定される遅延時間の組に基づいて遅延時間
が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応する複数の遅延機能を有する遅延機能
群と、当該チャンネルに対応して設定される窓関数に基づいて増幅率が各々設定され、前
記複数のスピーカの各々に対応する複数の増幅機能を有する増幅機能群とを有し、当該入
力機能において入力されたオーディオ信号に対して、前記遅延機能群による遅延処理と前
記増幅機能群による増幅処理を行う信号処理機能を、前記各チャンネルの数に対応して複
数有する信号処理機能群と
　を実現させ、
　少なくとも一の信号処理機能に設定される窓関数は、他の信号処理機能に設定される窓
関数とは異なる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピーカアレイによるサラウンド再生技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遅延アレイ方式のスピーカシステムは、線状や面状に配置した複数のスピーカから、同
じオーディオ信号を空間上の焦点に同時に到達するように、少しずつ異なる遅延時間を与
えて出力することにより、焦点周辺の音響エネルギーが同相加算により強められ、その結
果焦点方向への強い指向性を有する音響ビームを作り出す技術を用いている。マルチチャ
ンネルのオーディオ信号のそれぞれに対して、このような遅延処理を行い、全てのチャン
ネルにおいて遅延処理した信号を加算してスピーカに供給することにより、出力されたマ
ルチチャンネルに係る音響ビームは、それぞれ異なる指向性を持たせて同時に出力するこ
とができる（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００６－２５１５３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、スピーカアレイのアレイ長は有限であるため、スピーカアレイの外周側でゲ
インを漸減させて境界条件を緩和しないと、サイドローブが発生してしまう。メインロー
ブを壁面反射して利用者に音響ビームを到達させると、壁方向に音像定位をさせることが
できるが、サイドローブの発生態様によっては、サイドローブによる音が直接利用者に到
達してしまうことがあり、壁方向への音像定位が阻害される。一方、境界条件を緩和する
と、緩和しない場合に比べてサイドローブを減少させることができるが、ゲインを低くし
ているために最大出力音圧が低くなってしまう。また、メインローブが拡がってしまい、
指向性が弱くなってしまう。
【０００４】
　本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、複数の音響ビームの放音状況に応
じて、各々の音響ビームに対応する境界条件の緩和の程度を制御することができるスピー
カアレイ装置、信号処理方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するため、本発明は、スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放
音によって、オーディオ信号の複数のチャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放
出するスピーカアレイと、複数のチャンネルのオーディオ信号のうち、一のチャンネルの
オーディオ信号が入力される入力手段と、当該チャンネルに対応して設定される遅延時間
の組に基づいて遅延時間が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応する複数の遅
延手段を有する遅延手段群と、当該チャンネルに対応して設定される窓関数に基づいて増
幅率が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応する複数の増幅手段を有する増幅
手段群とを有し、当該入力手段から入力されたオーディオ信号に対して、前記遅延手段群
による遅延処理と前記増幅手段群による増幅処理を行う信号処理手段を、前記各チャンネ
ルの数に対応して複数有する信号処理手段群とを具備し、少なくとも一の信号処理手段に
設定される窓関数は、他の信号処理手段に設定される窓関数とは異なることを特徴とする
スピーカアレイ装置を提供する。
【０００６】
　また、別の好ましい態様において、前記信号処理手段群の各信号処理手段は、当該信号
処理手段が有する入力手段から入力される一のチャンネルのオーディオ信号を、当該チャ
ンネルに対応して設定される時間の遅延処理を行う第２遅延手段と、前記第２遅延手段に
設定される時間に基づいて、当該第２遅延手段を有する信号処理手段に設定される窓関数
を決定する決定手段とをさらに具備してもよい。
【０００７】
　また、別の好ましい態様において、前記決定手段は、設定された時間が最も長い第２遅
延手段を有する信号処理手段に設定される窓関数を、複数の増幅手段に各々設定される増
幅率が同一の増幅率となる窓関数として決定してもよい。
【０００８】
　また、別の好ましい態様において、前記スピーカアレイの複数のスピーカは、直線状に
配置され、前記決定手段は、前記第２遅延手段を有する信号処理手段に設定される窓関数
を、当該第２遅延手段に設定された時間が短いほど、前記直線状に配置されたスピーカの
両端側のスピーカに対応する増幅手段に設定される増幅率が、中央のスピーカに対応する
増幅手段に設定される増幅率よりも小さくなる窓関数として決定してもよい。
【０００９】
　また、別の好ましい態様において、前記各チャンネルに対応して放音される各々の音響
ビームが、前記スピーカアレイから利用者に到達するまでの到達時間を測定する測定手段
によって測定された到達時間に基づいて、前記各チャンネルに対応する信号処理手段が有
する第２遅延手段における遅延処理の時間を設定する設定手段をさらに具備してもよい。
【００１０】
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　また、別の好ましい態様において、前記複数のスピーカの音量レベルを制御する音量制
御手段と、前記音量制御手段が制御する音量レベルに基づいて、前記各信号処理手段に設
定される窓関数を修正する修正手段とをさらに具備してもよい。
【００１１】
　また、別の好ましい態様において、前記各チャンネルに対応する音響ビームの方向に基
づいて、前記各チャンネルに対応する信号処理手段に設定される窓関数を決定する決定手
段をさらに具備してもよい。
【００１２】
　また、本発明は、スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放音によって、オーディ
オ信号の複数のチャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放出するスピーカアレイ
を有するスピーカアレイ装置に用いられる信号処理方法において、複数のチャンネルのオ
ーディオ信号のうち、一のチャンネルのオーディオ信号が入力される入力過程と、当該チ
ャンネルに対応して設定される遅延時間の組に基づいて遅延時間が各々設定され、前記複
数のスピーカの各々に対応する複数の遅延過程を有する遅延過程群と、当該チャンネルに
対応して設定される窓関数に基づいて増幅率が各々設定され、前記複数のスピーカの各々
に対応する複数の増幅過程を有する増幅過程群とを有し、当該入力過程において入力され
たオーディオ信号に対して、前記遅延過程群による遅延処理と前記増幅過程群による増幅
処理を行う信号処理過程を、前記各チャンネルの数に対応して複数有する信号処理過程群
とを備え、少なくとも一の信号処理過程に設定される窓関数は、他の信号処理過程に設定
される窓関数とは異なることを特徴とする信号処理方法を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、スピーカを複数有し、前記各スピーカからの放音によって、オーディ
オ信号の複数のチャンネルの各々に対応する方向に音響ビームを放出するスピーカアレイ
を有するスピーカアレイ装置を制御するコンピュータに、複数のチャンネルのオーディオ
信号のうち、一のチャンネルのオーディオ信号が入力される入力機能と、当該チャンネル
に対応して設定される遅延時間の組に基づいて遅延時間が各々設定され、前記複数のスピ
ーカの各々に対応する複数の遅延機能を有する遅延機能群と、当該チャンネルに対応して
設定される窓関数に基づいて増幅率が各々設定され、前記複数のスピーカの各々に対応す
る複数の増幅機能を有する増幅機能群とを有し、当該入力機能において入力されたオーデ
ィオ信号に対して、前記遅延機能群による遅延処理と前記増幅機能群による増幅処理を行
う信号処理機能を、前記各チャンネルの数に対応して複数有する信号処理機能群とを実現
させ、少なくとも一の信号処理機能に設定される窓関数は、他の信号処理機能に設定され
る窓関数とは異なることを特徴とするプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数の音響ビームの放音状況に応じて、各々の音響ビームに対応する
境界条件の緩和の程度を制御することができるスピーカアレイ装置、信号処理方法および
プログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。
【００１６】
＜実施形態＞
　本実施形態に係るスピーカアレイ装置１の概略について図１を用いて説明する。スピー
カアレイ装置１は、複数のチャンネル（Ｃ：センタ、ＦＬ：フロントＬｃｈ、ＦＲ：フロ
ントＲｃｈ、ＳＬ：リアＬｃｈ、ＳＲ：リアＲｃｈ）を有するオーディオ信号が入力され
、複数の方向に指向させた音響ビーム（以下、音響ビームが放出される方向を指向方向と
いう）を放出することができるスピーカアレイユニット２を前面に有する。
【００１７】
　本実施形態においては、スピーカアレイ装置１は、図１に示すように、部屋１００の中
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心方向にスピーカアレイユニット２を向けた状態で設置され、スピーカアレイユニット２
から、チャンネルＣ以外のチャンネルＦＬ、ＦＲ、ＳＬ、ＳＲのオーディオ信号をそれぞ
れ壁面方向の４方向に音響ビームとして放出するとともに、チャンネルＣのオーディオ信
号については、スピーカアレイ装置１の背面側に点音源を想定して波面合成を行ってスピ
ーカアレイ装置１の前面方向に放音する。
【００１８】
　そして、壁面方向に放出された各音響ビームは部屋１００の壁面で反射し、利用者２０
０へ到達する。このため、利用者２００は、あたかも壁面から放音されているような感覚
となる。すなわち、利用者２００は、スピーカアレイ装置１から直接聞こえる音のほか、
仮想スピーカ３００－ＦＬ、３００－ＦＲ、３００－ＳＬ、３００－ＳＲから音が聞こえ
るように感じることになる。
【００１９】
　次に、スピーカアレイ装置１の構成について図２を用いて説明する。スピーカアレイユ
ニット２は、直線状に同一方向を向いて配置されたスピーカ２－１、２－２、・・・、２
－２１を有し、両端のスピーカはスピーカ２－１、２－２１となっている。各スピーカ２
－１、２－２、・・・２－２１はパワーアンプを有し、パワーアンプは、制御部６の制御
によって増幅率が設定される。そして、各スピーカ２－１、２－２、・・・２－２１は、
供給されたオーディオ信号を、設定された増幅率で増幅して放音する。
【００２０】
　信号分配部３は、複数チャンネルを有するオーディオ信号Ｓｉｎが入力される。そして
、入力されたオーディオ信号Ｓｉｎをチャンネルごとに分離して信号処理部４に供給する
。以下、チャンネルごとに分離されたオーディオ信号をそれぞれ、オーディオ信号Ｓｃ（
チャンネルＣ）、オーディオ信号Ｓｆｌ（チャンネルＦＬ）、オーディオ信号Ｓｆｒ（チ
ャンネルＦＲ）、オーディオ信号Ｓｓｌ（チャンネルＳＬ）、オーディオ信号Ｓｓｒ（チ
ャンネルＳＲ）という。
【００２１】
　信号処理部（信号処理手段群）４は、各チャンネルに対応する信号処理回路４－Ｃ、４
－ＦＬ、４－ＦＲ、４－ＳＬ、４－ＳＲを有し、信号分配部３から供給されたオーディオ
信号のうち、対応するチャンネルのオーディオ信号が、それぞれの信号処理回路に供給さ
れる。例えば、オーディオ信号Ｓｃは、信号処理回路４－Ｃへ供給される。以下、信号処
理回路について図３を用いて説明するが、各信号処理回路４－Ｃ、４－ＦＬ、４－ＦＲ、
４－ＳＬ、４－ＳＲは、入力されるオーディオ信号が異なるだけで、その機能は共通であ
るため、代表して信号処理回路４－ＦＬについて説明する。
【００２２】
　信号処理回路（信号処理手段）４－ＦＬは、距離補正回路（第２遅延手段、入力手段）
４１－ＦＬ、遅延部（遅延手段群）４２－ＦＬおよび増幅部（増幅手段群）４３－ＦＬを
有する。遅延部４２－ＦＬは、遅延回路（遅延手段）４２－ＦＬ－１、４２－ＦＬ－２、
・・・、４２－ＦＬ－２１を有する。増幅部４３－ＦＬは、増幅回路（増幅手段）４３－
ＦＬ－１、４３－ＦＬ－２、・・・、４３－ＦＬ－２１を有する。遅延回路、増幅回路、
スピーカは各々対応し、遅延回路４２－ＦＬ－１の出力は、増幅回路４３－ＦＬ－１に供
給され、増幅回路４３－ＦＬ－１の出力は、スピーカ２－１に供給される。
【００２３】
　距離補正回路４１－ＦＬは、信号分配部３から供給されたチャンネルＦＬのオーディオ
信号Ｓｆｌが入力され、制御部６の制御によって設定された時間（以下、補正時間という
）の遅延処理を入力されたオーディオ信号Ｓｆｌに対して行って遅延部４２－ＦＬに出力
する。ここで、当該時間は以下のように設定される。
【００２４】
　オーディオ信号Ｓｆｌに係る放音は、図１に示すように、壁面に一度反射して利用者２
００に到達する一方、オーディオ信号Ｓｃに係る放音は、直接利用者２００に到達する。
また、オーディオ信号Ｓｓｌは壁面に二度反射して利用者２００に到達する。このように
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それぞれ音の経路長が異なり、放音されてから利用者２００に到達に要する時間（以下、
到達時間という）がチャンネルによって異なることになる。この到達時間の違いに基づい
て、各距離補正回路に設定される補正時間が決まる。
【００２５】
　例えば、全てのチャンネルが同時に放音された場合には、利用者２００には、チャンネ
ルＣ、（ＦＬ＋ＦＲ）、（ＳＬ＋ＳＲ）の順に音が到達する。そのため、距離補正回路４
１－ＦＬに設定される補正時間は、最後に利用者２００に到達するオーディオ信号（チャ
ンネル（ＳＬ＋ＳＲ））と距離補正回路４１－ＦＬに係るオーディオ信号（チャンネルＦ
Ｌ）との到達時間の差として設定される。なお、一番遅く利用者２００に到達するオーデ
ィオ信号に対応するチャンネルＳＬ、ＳＲに係る距離補正回路４１－ＳＬ、４１－ＳＲに
設定される補正時間は、原則として０として設定されることになる。一方、この補正時間
は、オフセットをかけることで所定の時間として設定することもでき、この場合には、距
離補正回路４１－ＦＬなどの他の距離補正回路に設定される補正時間は、上記のようにし
て設定した時間に対して当該所定の時間を加算するようにしてオフセットをかけた時間と
すればよい。
【００２６】
　ここで、上記の到達時間については、様々な算出方法があるが、本実施形態においては
、予め部屋１００の形状、利用者２００の位置、スピーカアレイ装置１の設置位置および
向きの情報（以下、部屋情報という）が、操作部７の操作によって予め記憶部８に記憶さ
れ、当該部屋情報に基づいて、制御部６がオーディオ信号のチャンネルごとに音響ビーム
の指向方向を決定するとともに、当該音響ビームの経路長と音速とから到達時間を算出す
ることによって行われる。
【００２７】
　各遅延回路４２－ＦＬ－１、４２－ＦＬ－２、・・・、４２－ＦＬ－２１は、距離補正
回路４１－ＦＬから出力されたオーディオ信号Ｓｆｌが供給され、当該オーディオ信号Ｓ
ｆｌに対して、制御部６に設定された時間（以下、遅延時間という）の遅延処理を行って
出力する。ここで、遅延時間については、以下のように設定される。
【００２８】
　制御部６は、上述のように部屋情報に基づいて決定した音響ビームの指向方向うち、オ
ーディオ信号Ｓｆｌに係る音響ビームの指向方向または焦点と、各スピーカ２－１、２－
２、・・・、２－２１の空間座標とに基づいて、スピーカ２－１、２－２、・・・、２－
２１の各々から放出されるオーディオ信号Ｓｆｌの遅延すべき時間を算出し、各々のスピ
ーカに対応する遅延すべき時間を遅延時間の組として決定する。そして、制御部６は、決
定した遅延時間の組に基づいて、各スピーカ２－１、２－２、・・・、２－２１に対応す
る各遅延回路４２－ＦＬ－１、４２－ＦＬ－２、・・・、４２－ＦＬ－２１に遅延時間を
設定する。
【００２９】
　すなわち、スピーカ２－１から放出されるオーディオ信号Ｓｆｌの遅延すべき時間は、
遅延回路４２－ＦＬ－１の遅延時間として設定される。同様にして、他の遅延回路に設定
される遅延時間は、当該遅延時間が設定される遅延回路において遅延処理したオーディオ
信号が供給されるスピーカに係る遅延時間となる。なお、チャンネルＣのオーディオ信号
Ｓｃについては、スピーカアレイ装置１の背面側に点音源を想定して波面合成を行って正
面方向に放音するため、当該点音源の位置と各スピーカ２－１、２－２、・・・、２－２
１の空間座標とに基づいて、スピーカ２－１、２－２、・・・、２－２１の各々から放出
されるオーディオ信号Ｓｃの遅延すべき時間を算出する。
【００３０】
　各増幅回路４３－ＦＬ－１、４３－ＦＬ－２、・・・、４３－ＦＬ－２１は、各々の増
幅回路に対応する各遅延回路４２－ＦＬ－１、４２－ＦＬ－２、・・・、４２－ＦＬ－２
１から出力されたオーディオ信号Ｓｆｌに対して、制御部６に設定された増幅率で増幅処
理を行って出力する。そして、当該出力は、各増幅回路４３－ＦＬ－１、４３－ＦＬ－２
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、・・・、４３－ＦＬ－２１に対応する各スピーカ２－１、２－２、・・・、２－２１に
供給される。以下、設定される増幅率について説明する。
【００３１】
　制御部６は、予め設定された窓関数に基づいて増幅率を設定する。窓関数は、図４に示
すように、増幅部の各増幅回路に設定する増幅率を表している。図中の横軸の増幅回路ｎ
は、増幅部４３－ＦＬの増幅回路において、増幅回路４３－ＦＬ－ｎを示し、ｎ＝１１で
あれば、中央のスピーカ２－１１に対応する増幅回路４３－ＦＬ－１１を示している。そ
して、縦軸はｎに対応する増幅回路に設定する増幅率を示している。
【００３２】
　図４に示す窓関数は、３種類の窓関数Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３を例示している。窓関数Ｗ１は
、増幅回路に応じて増幅率を変更しない窓関数である。一方、窓関数Ｗ２、Ｗ３は、両端
側に位置するスピーカに対応する増幅回路であるほど、増幅率が漸減する窓関数であって
、境界条件を緩和した窓関数となっている。以下、これらの窓関数を適用した場合の影響
について説明する。
【００３３】
　スピーカアレイユニット２の長さは有限長であるため、窓関数を適用しない場合（図４
における窓関数Ｗ１）には、サイドローブと呼ばれる音響ビームの指向方向とは別の方向
にも放音される現象が発生する。このときに、音響ビームの指向方向を壁方向へ向けるな
どした場合には、スピーカアレイ装置１の正面方向にいる利用者２００の方向には、サイ
ドローブの影響による音が到達してしまい、仮想スピーカの壁定位感が阻害される。また
、特定周波数の強いサイドローブの影響を受けるとｆ特の乱れにより音質が低下する。そ
こで、境界条件を緩和する窓関数（図４における窓関数Ｗ１、Ｗ２）を適用すると、サイ
ドローブが低減される一方、音響ビームの指向角を表すメインローブが拡がり、また、増
幅率を低減させていることにより最大出力音圧も低下してしまう。
【００３４】
　ここで、チャンネルＦＬ、ＦＲにおいては、音響ビームの指向方向の角度が大きく（利
用者２００がいる正面方向を基準）なり、利用者２００から離れた方向に音響ビームを放
出するから、サイドローブの影響を受けやすいが、メインローブが拡がっていてもその影
響を受けにくい。また、チャンネルＳＬ、ＳＲに比べて、音響ビームの経路長が短く音圧
の減衰が少ないため、最大出力音圧は低めでもよい。このため、チャンネルＦＬ、ＦＲに
対応する増幅部４３－ＦＬ、４３－ＦＲには、サイドローブを低減するために境界条件を
緩和した窓関数Ｗ２を適用する。
【００３５】
　一方、チャンネルＳＬ、ＳＲにおいては、音響ビームの指向方向の角度が小さく、利用
者２００の近くを通過させて壁に反射させるように音響ビームを放出するから、サイドロ
ーブの影響を受けにくいが、メインローブが拡がっていると壁に反射させる前に利用者２
００に聞こえてしまう。また、チャンネルＦＬ、ＦＲに比べて、音響ビームの経路長が長
く減衰が大きいため、最大出力音圧を高くする必要がある。このため、チャンネルＳＬ、
ＳＲに対応する増幅部４３－ＳＬ、４３－ＳＲには、メインローブの拡がりを抑えるとと
もに、最大出力音圧を確保するために境界条件を緩和せず、音圧重視の窓関数Ｗ１を適用
する。
【００３６】
　このように、本実施形態においては、チャンネルＦＬ、ＦＲに対応する増幅部４３－Ｆ
Ｌ、４３－ＦＲには、窓関数Ｗ２を適用し、チャンネルＳＬ、ＳＲに対応する増幅部４３
－ＳＬ、４３－ＳＲには窓関数Ｗ１を適用するようにして、増幅部によって適用する窓関
数を異なったものとする。なお、どのような窓関数を適用するかについては、各チャンネ
ルの音響ビームの指向方向、経路長に基づいて決定すればよく、例えば、サイドローブの
影響を主とする場合には、音響ビームの指向方向と利用者２００の方向との相対関係に基
づいて窓関数を決定すればよい。また、出力音圧の影響を主とする場合には、音圧の減衰
に影響を与える経路長に基づいて窓関数を決定すればよい。ここで、上述したように経路
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長については、補正時間とも関係するから、補正時間に基づいて決定してもよい。なお、
音圧の減衰は壁面の反射によっても発生するから、壁面の反射率についても加味してもよ
い。この場合には、壁面の反射率についても部屋情報に含まれるようにすればよい。
【００３７】
　そして、チャンネルＣのオーディオ信号Ｓｃについては、スピーカアレイ装置１の背面
側に点音源を想定して波面合成を行って正面方向に放音するため、他のチャンネルとは遅
延の方式が異なるが、境界条件を緩和することにより、音質を向上させることができる。
また、利用者２００までの経路長も短く音圧の減衰も少ないから、窓関数の設計自由度が
高く、所望の音質、音圧が得られるように決定した窓関数が適用される。以上が信号処理
部４の説明である。
【００３８】
　図２に戻って説明を続ける。加算器５は、信号処理部４から出力される各オーディオ信
号のうち、同一のスピーカに供給されるオーディオ信号を加算して、当該スピーカに供給
する。例えば、増幅回路４３－Ｃ－１、４３－ＦＬ－１、４３－ＦＲ－１、４３－ＳＬ－
１、４３－ＳＲ－１から出力されたオーディオ信号は、加算器５によって加算され、スピ
ーカ２－１へ供給される。そして、各スピーカ２－１、２－２、・・・、２－２１は、供
給されたオーディオ信号を放音することにより、図１に示したようにチャンネルごとに異
なる態様の音響ビーム（チャンネルＦＬ、ＦＲ、ＳＬ、ＳＲ）を放出するとともにチャン
ネルＣの放音を行う。
【００３９】
　このように、スピーカアレイ装置１は、チャンネルごとに放出すべき音響ビームの指向
方向、経路長に基づいて決定した窓関数を当該チャンネルに対応する増幅部に適用し、当
該窓関数に基づいて設定された増幅率でオーディオ信号を増幅し、各チャンネルのオーデ
ィオ信号をスピーカごとに加算して各スピーカから放音することにより、チャンネルごと
に適した指向特性、すなわち境界条件の緩和の程度が異なる音響ビームを放音することが
できる。
【００４０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は以下のように、さまざまな態様
で実施可能である。
【００４１】
＜変形例１＞
　実施形態においては、放出される音響ビームは、チャンネルＦＬ、ＦＲ、ＳＬ、ＳＲに
対応する４の音響ビームであったが、２以上の異なる方向に放音される音響ビームであれ
ば、異なる窓関数を適用することができるから、本発明の効果を得ることができる。
【００４２】
＜変形例２＞
　実施形態においては、チャンネルＦＬ、ＦＲで同じ窓関数を用い、チャンネルＳＬ、Ｓ
Ｒで同じ窓関数を用いていたが、図５に示すような部屋１００におけるスピーカアレイ装
置１の配置である場合には、音響ビームの指向方向、経路長が変わるから、それぞれ異な
る窓関数としてもよい。
【００４３】
＜変形例３＞
　窓関数は、入力されるオーディオ信号Ｓｉｎの内容によって変化させてもよい。例えば
、映画を視聴するときのオーディオ信号と音楽を聴くときのオーディオ信号において、窓
関数を変化させてもよいし、求める音質に応じて変化させてもよい。この場合、記憶部８
にこれらの使用態様（映画、音楽、ゲーム、高音質、低音質、サラウンド重視など）と窓
関数の設定値または設定変更量を対応付けたテーブルを記憶しておき、利用者は操作部７
を操作して使用態様を選択すればよい。そして、制御部６は記憶部８に記憶されたテーブ
ルを参照し、選択された使用態様と対応する窓関数の設定値または設定変更量に応じて、
窓関数を決定すればよい。
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【００４４】
＜変形例４＞
　実施形態においては、音響ビームの指向方向、経路長を算出するために部屋情報を用い
ていたが、別の方法で算出してもよい。例えば、部屋１００にスピーカアレイ装置１を設
置し、利用者２００の部分に測定手段であるマイクロフォンを設置する。そして、スピー
カアレイ装置１から様々な方向へ音響ビームを放出し、マイクロフォンで収音する。制御
部６は、マイクロフォンに到達した音響ビームに対応する指向方向を収音の音量レベルに
基づいて認識するとともに、当該音響ビームが放音されてからマイクロフォンまでの到達
時間を計測する。到達時間が判明すれば、経路長を算出することができる。これにより、
制御部６は、音響ビームの指向方向、経路長を認識することができる。
【００４５】
＜変形例５＞
　スピーカから放音される音量を指定するボリュームを操作部７に設け、ボリュームが指
定した音量レベルになるように各スピーカ２－１、２－２、・・・、２－１２のパワーア
ンプを制御するとともに、決定した窓関数を合わせて修正してもよい。例えば、増幅部４
３－ＳＬに適用される窓関数が図４における窓関数Ｗ１が適用されていた場合、ボリュー
ムにより低い音量レベルが指定されたときには、窓関数をＷ２に近づけるように変化させ
てもよい。また、同様に増幅部４３－ＦＬに窓関数Ｗ２が適用されていた場合には、窓関
数をＷ３に近づけるように変化させてもよい。すなわち音量レベルが低くなったときには
、両端側のスピーカに対応する増幅率が小さくなるように境界条件を緩和して窓関数を決
定しなおせばよい。このように、低い音量レベルであれば、最大出力音圧が必要でなくな
るから、サイドローブの低減の影響を大きくした窓関数を決定し、音質を向上させること
もできる。
【００４６】
＜変形例６＞
　実施形態においては、信号処理回路においては、距離補正回路における処理、遅延部に
おける処理、増幅部における処理の順に行っていたが、必ずしもこの順で処理をしなくて
もよい。また、距離補正回路における遅延処理と遅延部における遅延処理を１の遅延処理
としてまとめてもよい。このようにしても、実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００４７】
＜変形例７＞
　実施形態においては、スピーカアレイユニット２は、直線状に配置された２１台のスピ
ーカ２－１、２－２、・・・、２－２１を有していたが、どのような数であってもよいし
、配置についても直線状に限られず、スピーカアレイを構成する態様であれば、どのよう
な態様であってもよい。例えば、直線状に配置されたスピーカを複数段並列に並べてもよ
い。また、異なる径のスピーカを用いて、オーディオ信号の周波数帯域に応じて使い分け
るようにしてもよい。この場合は、オーディオ信号を複数の周波数帯域に分割するフィル
タを設けて、分割されたオーディオ信号の各々に対して、実施形態における処理を行って
周波数帯域に応じたスピーカに供給されるようにすればよい。
【００４８】
＜変形例８＞
　実施形態における構成は、スピーカアレイユニット２を有するスピーカアレイ装置を制
御するコンピュータ４００が、プログラムを実行することにより実現させるようにしても
よい。具体的には、以下のようにすればよい。コンピュータ４００は、ＣＰＵ４０１、記
憶手段４０２、操作手段４０３、外部機器と接続するためのインターフェイス４０４を有
する。操作手段４０３は、実施形態における操作部７の機能を有し、記憶手段４０２は、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクなどの記憶手段であって、実施形態における記憶部８の
機能を有する。また、記憶手段４０２のＲＯＭは、プログラムが記憶されている。ＣＰＵ
４０１は、記憶手段４０２に記憶されたプログラムを実行し、記憶手段４０２のＲＡＭに
、実施形態における信号分配部３、信号処理部４、加算器５、制御部６の機能を実現する
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。そして、インターフェイス４０４から入力されたオーディオ信号をコンピュータ４００
によって実現された機能によって信号処理し、当該信号処理されたオーディオ信号をイン
ターフェイス４０４に接続されるスピーカアレイユニット２に対して供給する。このよう
なプログラムについては、記憶手段４０２に記憶されている場合だけでなく、データ入力
手段を設け、様々な記録媒体に記録した状態で提供されてもよいし、ネットワークに接続
可能な通信部を設け、通信部を介してネットワーク経由でコンピュータにダウンロードし
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】実施形態に係るスピーカアレイ装置の放音についての説明図である。
【図２】実施形態に係るスピーカアレイ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。
【図４】増幅部に適用される窓関数の一例を示す説明図である。
【図５】変形例２に係るスピーカアレイ装置の放音についての説明図である。
【図６】変形例８に係るコンピュータの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５０】
１…スピーカアレイ装置、２…スピーカアレイユニット、２－１～２－２１…スピーカ、
３…信号分配部、４…信号処理部、４－Ｃ，４－ＦＬ，４－ＦＲ，４－ＳＬ，４－ＳＲ…
信号処理回路、４１－ＦＬ…距離補正回路、４２－ＦＬ…遅延部、４２－ＦＬ－１～４２
－ＦＬ－２１…遅延回路、４３－ＦＬ…増幅部、４３－ＦＬ－１～４３－ＦＬ－２１…増
幅回路、５…加算器、６…制御部、７…操作部、８…記憶部、１００…部屋、２００…利
用者、３００－ＦＬ，３００－ＦＲ，３００－ＳＬ，３００－ＳＲ…仮想スピーカ、４０
０…コンピュータ、４０１…ＣＰＵ、４０２…記憶手段、４０３…操作手段、４０４…イ
ンターフェイス
【図１】 【図２】
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